
○リニモテラス公益施設条例施行規則

令和2年10月2日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、リニモテラス公益施設条例(令和2年長久手市条例第30号。以下「条例」という。)

第16条の規定に基づき、リニモテラス公益施設(以下「公益施設」という。)の管理及び運営について

必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公益施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができ

る。

(休館日)

第3条 公益施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下

「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設

けることができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により公益施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あ

らかじめリニモテラス公益施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、利用を許可したときは、リニモテラス公益施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付

するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用を

取り消そうとするときは、あらかじめリニモテラス公益施設利用変更・取消許可申請書(様式第3号)

を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、リニモテラス公益施設利用変更・取消許可書(様

式第4号)を利用者に交付するものとする。

3 前項の規定により、利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の

額に対して不足額を生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 利用者は、直ちに条例第9条第1項に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、別表第1に定める基準による。

2 使用料の還付を受けようとする者は、リニモテラス公益施設使用料還付請求書(様式第5号)を市長に

提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料を減免することができる場合は、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、リニモテラス公益施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に

提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、リニモテラス公益施設使用料減免通知書(様式第7号)を交付するも

のとする。

(令4規則12・一部改正)

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずる

ことができる。

(1) 感染性疾患のある者

(2) 他人に迷惑をかけ、若しくは危害を加えた者又はそのおそれのある者

(3) 他人に迷惑をかけ、若しくは危害を加えるおそれのある物品又は動物を携行する者

(4) 施設等に損傷を加えた者又は加えるおそれのある者

(5) その他管理上支障があると認められる者
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(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 風俗秩序を乱す行為をしないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(4) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、利用を終了したときは、速やかに原状に回復すること。

(5) その他市長が指示する事項

(指定管理者の指定の申請)

第12条 条例第12条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類

を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(5) 団体の概要及び業務実績を記載した書類

(6) 誓約書

(7) 共同事業体構成員届(共同事業体の場合のみ。)

(8) 共同事業体の協定内容のわかるもの(共同事業体の場合のみ。)

(9) その他市長が必要と認める書類

(読替規定)

第13条 条例第11条の規定により公益施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条から

第6条まで及び第8条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるもの

とする。

(利用手続等)

第14条 この規則に定めるもののほか利用手続その他公益施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。

附 則

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

2 第12条の規定による指定管理者の指定の手続及び利用の許可申請その他リニモテラス公益施設を供

用するために必要な準備行為は、この規則の施行の日の前においても、行うことができる。

附 則(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にリニモテラス公益施設使用料減免申請書を受理しているものに係る使用

料の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

使用料の還付基準

様式第1号(第4条関係)

区分 還付率

災害その他利用者の責めに帰すことができない理由による取消し 100％
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様式第2号(第5条関係)
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様式第3号(第6条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第8条関係)
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様式第6号(第9条関係)
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様式第7号(第9条関係)
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様式第8号(第12条関係)

(令4規則12・全改)
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